
 

 

 

 

札幌市建築確認申請の手引き 

 

（最終改訂：令和８年４月１日） 

 

 

 

札幌市都市局建築指導部　監修・発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～本手引きのご利用にあたって～ 

 

本手引きは、第１章は主に建築基準法に基づく確認申請等を本市に行う場合における手続きについて、

第２章は建築基準法の運用基準及び解釈について本市の考え方を示したものです。 

なお、本市では本手引きのほかに以下の書籍等を審査基準として位置づけており、重複を避けたものと

して編集しておりますので、これらと併せてご活用ください。 

　 

・「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」　編集：日本建築行政会議 

・「建築物の防火避難規定の解説」　編集：日本建築行政会議 

※ 本編中の記述は、これらの書籍の改訂に合わせ現行のものに修正を行っています。 

 

 

 

 

◆ホームページのご案内 

建築指導部のホームページでは、主に下記の情報をご提供しておりますので、本手引きと併せて

ご活用ください。 

 

○トピックス・新着情報 

○建築指導部の業務案内 

○建築確認申請及び各種届出に関する情報 

○都市計画情報（用途地域等）の検索・閲覧 

 

【ホームページＵＲＬ】 

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/ 

　札幌市役所トップページ⇒観光・産業・ビジネス⇒建築・測量・道路⇒建築物・建築確認 

 

【ホームページに関する問い合わせ先】 

札幌市都市局建築指導部管理課 

〒060-8611　札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎2階 

TEL：011-211-2859　FAX：011-211-2823 

E-mail：kenchiku-shido@city.sapporo.jp 

 

http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/
mailto:kenchiku-shido@city.sapporo.jp
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資料編​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
付録 １　(１) 用途地域内の建築物の用途制  

（建築基準法別表第2）　－概　要－  

　　　　 (２) 特別用途地区内の建築制限の概要  

（札幌市建築基準法施行条例 別表）  

付録 ２　設計者及び工事監理者の資格​   

 

 

※本文において使用している略語のうち、主なものは次のとおりです。​ 
 

　　　　　　　法　　:　建築基準法 

　　　　　　　令　　:　建築基準法施行令 

　　　　　　　通達　:　国土交通省住宅局建築指導課通達等 

　　　　　　　条例　:　札幌市建築基準法施行条例 

　　　　　　　細則　:　札幌市建築基準法施行細則 

​ ​  

　　　　　　　札幌市機構 

政)　:　まちづくり政策局 中)　:　中央区 

保)　:　保健福祉局 北)　:　北区​  

子)　:　子ども未来局 東)　:　東区​  

経)　:  経済観光局 白)　:　白石区​ 
環)　:　環境局 厚)　:　厚別区​ 
建)　:　建設局 豊)　:　豊平区​ 
下)　:　下水道河川局 清)　:　清田区 

都)　:　都市局​ 南)　:　南区 

交)　:　交通局 西)　:　西区 

水)　:　水道局 手)　:　手稲区​ 
消)　:　消防局​  

　　​ ​ ※機構改革等により電話番号の変更があった場合は、ご容赦ください。​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​  

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 

 


